
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�
�

�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�


�
�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

(
障
害
福
祉
課)

…

�

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生

(

水
産
振
興
課)

…

�

○
基
本
測
量
の
実
施

(

監

理

課)

…

�

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

(

農
村
整
備
課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

三
八
地
域

県

民

局)

…

�

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

同

)

…

�

公
安
委
員
会

○
警
備
員
の
検
定
合
格
者
審
査
の
実
施

(

生
活
安
全

企

画

課)

…

�

労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

(

事

務

局)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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三
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日
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第
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一
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規
定
に
よ
り
、

介
護
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の
た
め
の
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宅
介
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た
の
で
、
同
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第
五
十

五
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一
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規
定
に
よ
り
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す
る
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又
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
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下
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す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
エ

ー
デ
ル
の
里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
石
神
裏
六
の
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

エ
ー
デ
ル
の

里

上
北
郡
野
辺
地
町

字
石
神
裏
六
の
二

平
成

��･

�･

��

居

宅

介

護

事

業

者

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
青
森
社
会

福
祉
振
興
団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

通
所
介
護

み
ち
の
く
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
大
字
城
ケ

沢
字
砂
川
目
三
の

四
三

平
成

��･

�･

�

介

護

予

防

事

業

者

介

護

予

防

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
青
森
社
会

福
祉
振
興
団

む
つ
市
十
二
林
一

一
の
一
三

介
護
予
防

通
所
介
護

み
ち
の
く
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
大
字
城
ケ

沢
字
砂
川
目
三
の

四
三

平
成

��･

�･

�

� �



� �

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

基
盤
地
図
情
報

(

標
高
・
オ
ル
ソ)

作
成)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

弘
前
市

黒
石
市

五
所
川
原
市

平
川
市

平
内
町

西
目
屋
村

藤
崎
町

大
鰐
町

田
舎
館
村

板
柳
町

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
秋
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)

(

暗
渠
排
水)

)

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

青 森 県 報平成23年９月14日 水曜日 第3439号 �

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

吉
崎

孝
明

国
民
健
康
保
険
お

い
ら
せ
病
院

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
明
堂
一
の
一

外
科

(

直
腸
機
能
障

害)

平
成

��･

�･

�

成
田

直
史

十
和
田
市
立
中
央

病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

泌
尿
器
科

(

じ
ん
臓

機
能
障
害
、
ぼ
う
こ

う
機
能
障
害)

〃

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一
二
四
九

六
ヶ
所
村
海
水
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

木
村

常
紀

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
道
ノ
下
一
五
の
一

六
ヶ
所
村
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

橋
本

良
輔

六
ケ
所
区
域

六
ヶ
所
村
海
水

漁
業
協
同
組
合

の
地
区

小
型
定
置
漁
業
及

び
さ
け
・
ま
す
定

置
漁
業

下
北
郡
東
通
村
大
字
岩
屋
字
往
来
一
五
〇
の
一
六

白
浜

正
男

下
北
郡
東
通
村
大
字
岩
屋
字
往
来
一
一
七
白
浜

成
人

岩
屋
区
域

岩
屋
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

十
ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う
漁

業

� �



� �

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

西
目
屋
村
役
場

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
天

満
下
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

鳴

海

英

章

青 森 県 報�����	
�� �� 第3439号�

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃

沢
田

良
一

田
代

金
徳

山
田

雄
一

豊
川

敏
雄

原

博

新
井
山
義
哉

原

光
成

中
里

和
夫

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
上
市
川
字
上
市
川
四
の

一〃

〃

〃

〃

三
三

の
六

〃

〃

字
石
仏
三
六
の
一

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
佐
野
七

〃

〃

大
字
上
市
川
字
上
市
川
三
〇

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
切
谷
内
村
七

七
の
一

〃

〃

大
字
上
市
川
字
上
市
川
一
五

〃

〃

〃

字
中
坪
三
二
の

四

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃監

事

〃〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

佐
々
木
寿
一
郎

米
澤

貞
則

田
中

龍
也

川
村

栄
光

新
井
山
尊
士

中
崎

正
男

沢
田

勝
雄

原

義
勝

沢
田

良
一

中
里

俊
男

山
田

雄
一

豊
川

敏
雄

原

博

久
保
田
松
雄

田
代

金
徳

新
井
山
義
哉

原

光
成

中
里

和
夫

類
家

力

佐
々
木
寿
一
郎

新
井
山
尊
士

沢
田

勝
雄

大
久
保
修
一

原

義
勝

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
粒
ヶ
谷
地
二

六
の
一

〃

〃

大
字
上
市
川
字
高
田
三
四
の

四〃

〃

大
字
切
谷
内
字
菖
蒲
川
前
谷

地
三
八

〃

〃

大
字
上
市
川
字
順
礼
森
二
の

一〃

〃

大
字
切
谷
内
字
淋
代
四
七
の

一〃

〃

大
字
上
市
川
字
高
田
七
六
の

一〃

〃

〃

字
附
柳
八

〃

〃

〃

字
高
田
七
〇

〃

〃

〃

字
上
市
川
四
の

一〃

〃

〃

字
赤
川
川
原
八

二〃

〃

字
石
仏
三
六
の
一

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
佐
野
七

〃

〃

大
字
上
市
川
字
上
市
川
三
〇

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
切
谷
内
村
八

〃

〃

大
字
上
市
川
字
上
市
川
三
三

の
六

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
切
谷
内
村
七

七
の
一

〃

〃

大
字
上
市
川
字
上
市
川
一
五

〃

〃

〃

字
中
坪
三
二
の

四〃

〃

大
字
切
谷
内
字
菖
蒲
川
後
二

四
の
二

〃

〃

〃

字
粒
ヶ
谷
地
二

六
の
一

〃

〃

〃

字
淋
代
四
七
の

一〃

〃

大
字
上
市
川
字
附
柳
八

〃

〃

大
字
切
谷
内
字
菖
蒲
川
前
谷

地
四
九
の
一

〃

〃

大
字
上
市
川
字
高
田
七
〇

〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �



� �

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
長

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

鳴

海

英

章

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
五
号

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

附
則
第
五
条
に
規
定
す
る

審
査

(

学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
審
査
。
以
下

｢

審
査｣

と
い
う
。)

を
次
の
と

お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

一

審
査
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

(

月)

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

二

実
施
す
る
審
査
及
び
審
査
対
象
者

検
定
規
則
附
則
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
次
の
審
査
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者

(

検
定
規
則
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ

る
者
を
除
く
。)

１

空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
空
港
保
安
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

空
港
保
安
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
検
定(

以
下｢

旧
検
定｣

と
い
う
。)

で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
に
係
る
も
の

(

以
下

｢

旧
一
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
合
格
し
た
者

２

空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

空
港
保
安
警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
検

定
で
あ
っ
て
旧
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
に
係
る
も
の

(

以
下

｢

旧
二
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
合
格
し
た
者

３

施
設
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
常
駐
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

常
駐
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に
合
格
し
た
者

４

施
設
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

常
駐
警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
二
級
検
定
に

合
格
し
た
者

５

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
交
通

誘
導
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

交
通
誘
導
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に
合
格
し

た
者

６

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

交
通
誘
導
警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
二

級
検
定
に
合
格
し
た
者

７

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表

に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運

搬
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に
合
格
し
た
者

８

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬

警
備
に
係
る
旧
一
級
検
定
又
は
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
者

９

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
の
審
査

旧
規
則
第
一
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
貴

重
品
運
搬
警
備

(

次
号
に
お
い
て

｢

貴
重
品
運
搬
警
備｣

と
い
う
。)

に
係
る
旧
一
級
検
定
に

合
格
し
た
者

10

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
二
級
の
審
査

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
旧
一
級
検
定

又
は
旧
二
級
検
定
に
合
格
し
た
者

三

審
査
予
定
定
員
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種

別

及

び

級

予
定
定
員

空
港
保
安
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

施
設
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

交
通
誘
導
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

合
計
三
十
名

� �



� �

四

審
査
の
申
請
手
続

１

申
請
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
三
年
十
月
三
日

(

月)

か
ら
同
年
十
月
十
七
日

(

月)

ま
で
の
間

(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に

規
定
す
る
休
日
を
除
く
。)

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

申
請
受
付
は
先
着
順
と
し
、
審
査
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受
付
を
締

め
切
る
。

２

申
請
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
規
則
第
八
条
の
合
格
証(

以
下｢
旧
合
格
証｣

と
い

う
。)

を
有
す
る
者
で
、
青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
及
び
青
森
県
外
に
所
在
す
る
営

業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)
の
生
活
安

全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

四
の
２
の
申
請
場
所
に
申
請
書
類
を
持
参
し
て
行
う
こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
請
は
認

め
な
い
。

４

申
請
書
類

検
定
規
則
附
則
別
記
様
式
の
審
査
申
請
書
一
通
に
、
次
に
掲
げ
る
書
面
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
申
請
者
が
�
及
び
�
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
�
又
は
�
に
掲
げ
る
書
面

の
う
ち
い
ず
れ
か
を
、
青
森
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
に
係
る
審
査
を
受
け
る
場

合
に
あ
っ
て
は
�
及
び
�
に
掲
げ
る
書
面
の
全
て
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

�

青
森
県
公
安
委
員
会
以
外
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
を
有
す
る
者

で
青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

�

青
森
県
公
安
委
員
会
以
外
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
交
付
し
た
旧
合
格
証
を
有
す
る
者

で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、
営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す

る
書
面

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

一
葉

�

旧
合
格
証
の
写
し

５

審
査
手
数
料

四
千
七
百
円
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
審
査
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

五

審
査
事
項
等

１

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

�

警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

２

実
技
試
験

警
備
業
務
に
係
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

３

審
査
は
、
学
科
試
験
、
実
技
試
験
の
順
に
行
い
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し

て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

４

審
査
に
関
す
る
留
意
事
項

審
査
当
日
は
、
筆
記
用
具
、
印
鑑
及
び
旧
合
格
証
を
持
参
す
る
こ
と
。

六

審
査
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

労

働

委

員

会

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
四
条
及
び
労
働
委
員
会
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核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
審
査

� �



� �

規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
っ

せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
十
四
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

石

田

恒

久
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氏

名

職

業

石
田

恒
久

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

大
澤

一
實

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

赤
城

国
臣

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
大
学
名
誉
教
授

今

喜
典

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
教
授

前
田

み
き

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

全
日
通
労
働
組
合
青
森
支
部
執
行
委
員
長

上
野
パ
テ
ィ

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

オ
ー
ル
サ
ン
デ
ー
ユ
ニ
オ
ン
中
央
執
行
副
委
員
長

宮
古

武

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

三
八
五
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長

葛
西
藤
八
郎

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
航
空
電
子
労
働
組
合
執
行
委
員
長

石
田

隆
志

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
青
森
県
連
合
会
会
長

北
村
真
夕
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長

前
田

清
敏

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

前
田
電
子
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長

寺
下

一
之

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

寺
下
建
設
株
式
会
社
代
表
取
締
役
副
社
長

山
谷

清
人

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

社
団
法
人
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

藤
本

和
夫

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

協
同
組
合
青
森
総
合
卸
セ
ン
タ
ー
専
務
理
事

深
澤

守

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

三
上

善
弘

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


